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東京都特別区における保健師学生の技術到達度に関する

学生・教員・保健師による評価
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目的 より質の高い保健師養成を目指し，保健師教育は保健師・看護師の統合カリキュラムから学

部選択制や大学院教育への変革期を迎えており，その教育成果を適切に評価していく必要があ

る。しかし，従来の保健師教育の評価に関する国内外の研究は，一機関の学生のみを対象にし

たものが多く，評価の精度を高めるためにも多角的な視点による調査が求められている。そこ

で本研究の目的を，保健師学生の卒業時の技術到達度について，東京都特別区内 7 大学の学

生・教員ならびに特別区保健師を対象として多角的に評価し，統合カリキュラム最終年度の各

対象からみた学生の到達度評価の現状と，保健師教育の課題を把握することとした。

方法 対象は，特別区内 7 大学の学生663人と教員20人，特別区の保健師86人とした。統合カリキ

ュラム最終年度にあたる2013年度に地域看護学実習を行った学生が，「保健師教育の技術項目

と卒業時の到達度」の98項目を到達しているかどうかを問う無記名自記式質問紙調査を実施し

た。

結果 学生が各項目を「到達できた」と回答した割合（到達割合）の平均は，学生67.9，教員

40.9，保健師44.4であった。各項目の到達割合が 8 割以上の項目数は，学生23項目，教員

7 項目，保健師 0 項目であり，5 割未満の項目は，学生13項目，教員66項目，保健師70項目で

あった。到達割合上位10位のうち 3 者共通のものが 6 項目あり，アセスメント，信頼関係の構

築，個人情報やプライバシーの保護などが含まれていた。下位10項目中，共通項目は 4 項目で

あり，当事者とのチーム形成や，健康危機管理に関することなどが含まれていた。

結論 各対象の到達割合は 8 割に満たないものが多く，さらに，教員・保健師の結果では半数以上

の項目が 5 割未満であり，統合カリキュラムにおいて，実習期間も制約された中で保健師養成

のための講義・実習を行うには限界があると考えられる。

Key words保健師，到達度，評価，学生，教員
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 緒 言

国民の健康課題は，国際化，少子高齢化，格差の

拡大，自然災害の多発などによって，多様化・複雑

化し，これらの課題に対応できる質の高い保健師の

養成が求められている。このような中，2009年 7 月

に保健師助産師看護師法が改正され，保健師教育の

教育年限が従来の 6 か月以上から 1 年以上に延長さ

れ，さらに文部科学省から「保健師教育を大学の卒

業要件から外すことが可能」との見解が示された。

これにより，これまで看護系大学で必修とされてい

た保健師養成課程は，2011年度入学生から学内で選
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抜された者もしくは希望者が同課程を選択する選択

制が可能となった。これは1948年に同法が制定され

て以来の大きな改革であり1），2013年現在，保健師

課程のある看護系大学187校のうち136校（72.7）

が選択制に移行し，より質の高い保健師養成のため

にも，変革期における教育の評価が必要である。

現代の教育評価では，到達目標を基準にそれに到

達しているかどうかを評価する到達度評価が重視さ

れている2,3)。看護学においても，国内外で到達度

を重視することの必要性が唱えられている3～5)。学

生の到達度に関する妥当な結果を得るには，エビデ

ンスに基づく測定用具の活用が不可欠である。麻原

ら6)は，デルファイ法を用いた全国調査によって日

本の保健師基礎教育における技術の到達度を明らか

にし，その指標を基盤に厚生労働省は「保健師教育

の技術項目と卒業時の到達度（以下，技術項目）」7）

を通知した。国の指針ともなっているこの指標をも

とに，本調査ではエビデンスに基づく学生の技術項

目の到達度を明らかにしたい。

また，学部における保健師基礎教育の包括的評価

に関する過去10年間の国内外の文献検討によると，

これまでの研究は，対象が一教育機関の学生に限定

された調査が多かった8～25)。今後は，一大学の枠を

超えた，複数の教育機関による調査が必要であると

考えられる。さらに，全国の教員を対象にした学生

の技術項目の到達度に関する調査では，大学の保健

師・看護師統合カリキュラム（以下，統合カリキュ

ラム）は，看護師課程修了後に上乗せで行うカリキ

ュラムと比べて，到達できる項目が少ないことが明

らかにされ26)，保健師教育改革推進の契機となっ

た。しかし，教育の対象となる学生や実習に携わる

保健師からの視点も含めた多角的な視点による研究

はなかった。田島2)は研究目的で評価を扱う際には

できるだけ精度の高い多くの情報が必要であると述

べており，今後は多角的な視点による調査が必要で

あろう。

以上のことから，変革期の保健師教育における学

生の到達度評価には，エビデンスに基づく指標を用

いるとともに，多角的な視点による調査が望ましい

と考えられる。そこで，先駆的に選択制を導入した

東京都特別区内の 7 大学と特別区の保健師が協働

し，保健師学生の卒業時の技術項目に関する到達度

について，エビデンスに基づく指標を用いて，学生

のみならず教員・保健師も対象として多角的に評価

し，保健師教育の変革による成果と今後の課題を明

らかにすることとした。この研究は，特別区内の多

くの看護系大学が統合カリキュラムの最終年度とな

る2013年度から，選択制実施 2 年目の2015年度まで

の 3 年間に継続して実施予定である。本論文では，

このうち，ベースラインデータとなる統合カリキュ

ラム最終年度の2013年度のデータに焦点を当て，各

対象からみた学生の到達度評価の現状と保健師教育

の課題を把握することを目的とした。

 研 究 方 法

. 方法

特別区内 7 大学の学生と教員，特別区の保健師を

対象として，統合カリキュラム最終年度にあたる

2013年度に地域看護学実習を履修した学生が技術項

目を到達できたかどうかを問う無記名自記式質問紙

調査を2014年 1～3 月に実施した。

. 対象の選定

前述した特別区内の 7 大学には，2014年度より学

部で保健師教育課程の選択制による 4 年次の実習を

開始し，なおかつ2013，2014年度中に組織改正がな

く，研究に協力の得られた大学が含まれる。学生は

7 大学に在籍しており2013年度の地域看護学実習を

履修した 4 年生計663人を対象とした。なお特別区

内では，2014年度以降の実習受け入れ体制変更の経

過措置として，2011～2013年度は，約半数の学生は

保健所・保健センター実習10日間，残り半数は同 5
日間実習を行っていた。さらに，各校で産業保健や

学校保健などの実習を追加して行っていた。

教員は 7 大学で地域看護学の講義・実習に携わり

到達度の評価が可能な20人を対象とした。

保健師は，実習を受け入れている特別区内の保健

所・保健センター 1 施設につき代表者 1 人，計86人
を対象とした。各施設代表者 1 人の保健師としたの

は，必ずしも 1 人の保健師が学生実習の全日程を指

導しておらず，代表者に情報を集約した方がより包

括的な評価が得られると考えたためである。なお，

保健所の保健所・保健センターでは，特別区の実習

調整を担当する保健師が，保健師養成機関の学生実

習受け入れについて一括して調整し，実習指導体制

や実習期間にも一律の基準が設けられている。

. 配布と回収方法

学生には，各大学の研究協力者が調査の趣旨等を

文章および口頭で説明し，回答後，回収箱へ提出す

ることで研究に同意したこととみなした。教員に

は，各大学の研究者が調査の趣旨等を文章および口

頭で説明し，郵送による回答をもって同意とみなし

た。保健師には，実習担当者に郵送で協力を依頼

し，郵送による回答をもって同意とみなした。

. 質問項目

各対象に共通した到達度の指標は，厚生労働省7)

が示した技術項目を用いた。技術項目は，大項目，
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中項目，技術の種類（本論文では小項目とする）の

枠組みで構成されている。大項目「1. 地域の健康

課題を明らかにする」に小項目11項目，「2. 地域の

人々と協働して，健康課題を解決・改善し，健康増

進能力を高める」に小項目28項目，「3. 地域の人々

の健康を保障するために，生活と健康に関する社会

資源の公平な分配を促進する」に小項目22項目が分

類されている。また，保健師活動は，個人から地域

までを幅広く対象とするため，それぞれの項目は，

「個人/家族」を対象とした小項目37項目と「集団/

地域」を対象とした小項目61項目から構成されてい

る。各小項目の到達度レベルは，「ひとりで実

施できる」，「指導のもとで実施できる」，「

学内演習で実施できる」，「知識としてわかる」

の 4 段階で設定されている。学生用の質問項目で

は，小項目ごとの到達度の自己評価について「到達

できている」，「到達できていない」のいずれかの選

択肢とした。教員・保健師の質問項目では，担当し

た 8 割の学生の到達状況について「到達できてい

る」，「到達できていない」のいずれかの選択肢とし

た。ここで 8 割の学生の到達状況を評価したのは，

本到達度の基盤となる麻原ら6)の調査において，到

達度を「保健師教育機関の卒業時点で80以上の学

生が到達できていると思われる程度」と定義してお

り，その基準を参考にしたものである。

これらの各対象に共通した項目に加え，学生に

は，保健師（養護教諭を含む）への数年以内の就職

希望等，教員・保健師には職位等を尋ねた。

. 倫理的配慮

各対象には，調査の趣旨，プライバシーの保護，

回答の任意性などを伝えた上で，調査を依頼すると

ともに，「3. 配布と回収方法」で述べたような任意

性の確保される方法で回収した。なお，本研究は，

東邦大学看護学部倫理審査委員会の承認を得て行っ

た（2014年 1 月20日承認）。

. 分析方法

対象別・小項目ごとの単純集計を行い，各対象別

に，学生が小項目の到達度レベルを「到達できた」

と回答した割合（以下，到達割合）の平均を算出し

た。また，三者の到達割合の差をカイ二乗検定にて

検証した。この際，期待度の少なくとも80以上が

5 を越えていなければならないというルールに基づ

き27)，不適となる項目は検定から除外した。加え

て，到達割合が 8 割以上の小項目と 5 割未満の小項

目を抽出した。到達割合 8 割以上，5 割未満に注目

して検討したのは，この指標がもともと 8 割以上の

学生が到達できているとの想定で設定されているこ

と7)や，先行研究12,26)でも同様の基準で検討されて

いたためである。また，対象別に到達割合が上位の

項目，下位の項目は，共通する項目も複数見受けら

れたため，対象別に到達割合の上位10位，下位10位
を抽出した。なお，分析には統計ソフト SPSS
ver.22 for windows を用いた。

 研 究 結 果

. 質問紙の回収状況

学生は，回収数348件（回収率52.5），有効回答

数310件（有効回答率89.1）であった。教員は，

回収数16件（回収率80），有効回答数16件（有効

回答率100）であった。保健師は，回収数57件
（回収率66.3），有効回答数49件（有効回答率

86.0）であった。

. 対象者の属性

学生は，保健師（養護教諭含む）への数年以内の

就職希望があるものが73人（23.5）おり，内訳

（複数回答）は行政保健師29人，産業保健師20人，

養護教諭33人，他 4 人であった。教員の職位は，教

授・准教授 4 人（25.0），講師 6 人（37.5），助

教 5 人（31.3），非常勤講師 1 人（6.3）であっ

た。保健師の職位は，課長補佐 1 人（2.0），係

長・副係長16人（32.7），主任26人（53.1），一

般 6 人（12.2）であった。

. 分析結果

1) 学生・教員・保健師による学生の到達割合の

評価（表 1）

98項目の到達割合の平均は，学生67.9，教員

40.9，保健師44.4であった。各小項目の到達割

合が 8 割以上の項目数をみると，学生は23項目，教

員は 7 項目，保健師は 0 項目であり，保健師はもっ

とも高い項目でも77.6に留まっていた。他方で，

各小項目の到達割合が 5 割未満の項目は，学生13項
目，教員66項目，保健師70項目であった。

また，学生，教員，保健師間では，カイ二乗検定

で不適切な 2 項目を除く96項目中78項目（81.3）

に有意差が認められるとともに，98項目中95項目

（96.9）は学生の到達割合が最も高かった。

2) 到達割合が上位10位，下位10位の小項目（表

2）
到達割合が上位10位，下位10位の項目には，対象

間で共通している項目が複数見受けられた。上位10
位をみると，6 項目が 3 者ともに共通していた。こ

れら 6 項目は，「1. 身体的・精神的・社会文化的側

面から客観的・主観的情報を収集し，アセスメント

する（個人/家族）」，「2. 社会資源について情報収

集し，アセスメントする（個人/家族）」，「6. 顕在

している健康課題を見出す（個人/家族）」，「34. 地
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表 学生・教員・保健師による学生の到達割合の評価

n＝学生310，保健師49，教員16

大
項
目

小 項 目

個人/
家族

到達割合（)

P

集団/
地域

到達割合（)

P
到達度
レベル

学生 教員 保健師
到達度
レベル

学生 教員 保健師

1
地
域
の
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
す
る

1 身体的・精神的・社会文化的側面から客観的・主観的情
報を収集し，アセスメントする

 92.5 75.0 65.3 ＜0.001  88.0 50.0 49.0 ＜0.001

2 社会資源について情報収集し，アセスメントする  87.7 75.0 65.3 ＜0.001  87.1 50.0 55.1 ＜0.001
3 自然および生活環境（気候・公害等）について情報を収

集し，アセスメントする
 80.3 56.3 61.2 0.002  83.8 25.0 55.1 ＜0.001

4 健康課題を生活者である当事者の視点を踏まえてアセス
メントする

 89.6 87.5 51.0 ＜0.001  79.6 50.0 42.9 ＜0.001

5 一時点だけではなく（観察や資料等による）経時的な情
報を収集し，アセスメントする

 78.6 37.5 37.5 ＜0.001  74.8 37.5 27.1 ＜0.001

6 顕在している健康課題を見出す  87.1 87.5 69.4 0.006  83.8 68.8 44.9 ＜0.001
7 健康課題を持ちながらそれを認識していない・表出しな

い・できない人々を見出す
 66.3 62.5 51.0 0.114  57.0 37.5 34.9 0.010

8 今後起こりうる健康課題や潜在している健康課題を予測
する

 81.2 56.3 46.9 ＜0.001  71.5 56.3 37.2 ＜0.001

9 活用できる社会資源とその不足・利用上の問題を見出す  72.5 43.8 42.9 ＜0.001  66.7 37.5 46.9 0.003
10 地域の人々の持つ力（健康課題に気づき，解決・改善，

健康増進する能力）を見出す
 75.7 37.5 34.7 ＜0.001  68.9 37.5 32.7 ＜0.001

11 健康課題について優先順位をつける  80.3 37.5 53.1 ＜0.001  72.8 25.0 38.8 ＜0.001

2
地
域
の
人
々
と
協
働
し
て

健
康
課
題
を
解
決
・
改
善
し

健
康
増
進
能
力
を
高
め
る

12 目的・目標を設定する  86.1 56.3 61.2 ＜0.001  83.5 37.5 57.1 ＜0.001
13 地域の人々に適した支援方法を選択する  78.3 50.0 51.0 ＜0.001  72.2 31.3 49.0 ＜0.001
14 実施計画を立案する  74.4 43.8 59.2 0.004  70.9 31.3 57.1 0.001

15 評価の項目・方法・時期について評価計画を立案する  67.3 25.0 44.9 ＜0.001  63.1 18.8 49.0 0.001
16 地域の人々の生活と文化に配慮した活動を行う  78.0 56.3 55.1 0.001  75.4 31.3 46.9 ＜0.001
17 地域の人々の持つ力を引きだすよう支援する  70.9 37.5 34.7 ＜0.001  64.3 25.0 34.7 ＜0.001
18 地域の人々が意思決定できるよう支援する  62.8 31.3 42.9 0.002  54.7 6.3 32.7 ＜0.001
19 訪問・相談による支援を行う（集団を対象とした訪問・

相談には，施設や事業所の訪問等を含む）
 55.8 18.8 38.8 0.002  50.6 25.0 37.5 0.041

20 健康教育による支援を行う  69.8 56.3 51.0 0.023  70.1 56.3 67.3 0.481
21 地域組織・当事者グループ等を支援する  49.3 25.0 37.5 0.064
22 活用できる社会資源，協働できる機関・人材について，

情報提供をする  56.2 50.0 36.2 0.036  55.2 31.3 41.7 0.049

23 支援目的に応じて社会資源を活用する  54.1 25.0 47.9 0.063  55.2 12.5 39.6 0.001
24 当事者と関係職種・機関でチームを組織する  45.8 18.8 22.2 0.002  48.1 6.3 24.4 ＜0.001
25 個人/家族支援，組織的アプローチ等を組み合わせて活

用する
 48.3 8.3 31.0 0.004

26 法律や条例等を踏まえて活動する  62.3 50.0 40.8 0.013  61.5 31.3 46.9 0.013
27 危機状態（DV・虐待・災害・感染症等）への予防策を

講じる
 44.0 25.0 37.2 0.248  41.4 18.8 31.0 0.098

28 危機状態（DV・虐待・災害・感染症等）に迅速に対応
する

 41.7 43.8 45.7 0.876  38.8 31.3 43.5 0.672

29 目的に基づいて活動を記録する  81.9 50.0 67.3 0.005  79.6 37.5 57.1 ＜0.001
30 活動の評価を行う  82.5 50.0 51.0 ＜0.001  82.8 25.0 57.1 ＜0.001
31 評価結果を活動にフィードバックする  72.8 43.8 30.6 ＜0.001  69.3 25.0 38.8 ＜0.001
32 継続した活動（含フォローアップ）が必要な対象を判断

する  72.5 37.5 40.8 ＜0.001  64.3 18.8 42.9 ＜0.001

33 必要な対象に継続した活動（含フォローアップ）を行う  61.2 18.8 37.5 ＜0.001  57.3 18.8 29.3 ＜0.001
34 地域の人々とコミュニケーションをとりながら信頼関係

を築く
 86.1 93.8 61.2 ＜0.001  84.4 75.0 63.3 0.002

35 地域の人々と必要な情報を共有し共通の活動目的を見出す  77.7 37.5 32.7 ＜0.001  75.4 31.3 31.0 ＜0.001
36 地域の人々と互いの役割を認め合いともに活動する  72.5 37.5 43.8 ＜0.001  72.2 31.3 39.0 ＜0.001
37 関係職者・機関とコミュニケーションをとりながら信頼

関係を築く  81.9 50.0 40.8 ＜0.001  76.9 43.8 45.8 ＜0.001

38 関係職者・機関と必要な情報を共有し共通の活動目的を
見出す  76.7 25.0 38.8 ＜0.001  73.5 18.8 35.7 ＜0.001

39 関係職者・機関と互いの役割を認め合いともに活動する  72.2 25.0 36.7 ＜0.001  70.6 18.8 36.6 ＜0.001
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表 学生・教員・保健師による学生の到達割合の評価（つづき)

n＝学生310，保健師49，教員16

大
項
目

小 項 目

個人/
家族

到達割合（)

P

集団/
地域

到達割合（)

P
到達度
レベル

学生 教員 保健師
到達度
レベル

学生 教員 保健師

3
地
域
の
人
々
の
健
康
を
保
障
す
る
た
め
に

生
活
と
健
康
に
関
す
る
社
会
資
源
の
公
平
な
分
配
を
促
進
す
る

40 施策（事業・制度等）の根拠となる法や条例等を理解する  80.3 86.7 67.3 0.091
41 施策化に必要な情報を収集する  79.3 26.7 53.1 ＜0.001
42 施策化が必要である根拠について資料化する  48.5 6.7 40.8 0.005
43 施策化の必要性を地域の人々や関係する部署・機関に根

拠に基づいて説明する
 50.6 13.3 26.2 ＜0.001

44 施策化のために，関係する部署・機関と協議・交渉する  48.7 46.7 35.6 0.255
45 地域の人々の特性・ニーズに基づく施策（事業等）を立

案する
 64.2 60.0 44.4 0.039

46 組織（行政・企業・学校等）の基本方針・基本計画との
整合性を図りながら施策（事業等）を立案する

 53.4 46.7 35.6 0.077

47 予算の仕組みを理解し，根拠に基づき予算案を作成する  39.4 33.3 33.3 0.680
48 施策（事業・制度等）の実施に向けて関係する部署・機

関と協働し，活動内容と人材の調整（配置・確保等）を
行う

 45.6 40.0 35.6 0.422

49 施策や活動，事業の成果を公表し，説明する  46.1 33.3 37.8 0.384
50 保健医療福祉サービスが公平・円滑に提供されるよう継

続的に評価・改善する
 51.0 53.3 40.0 0.373

51 地域の人々の権利擁護のために個人情報を適切に管理する  92.6 87.5 73.5 ―

52 地域の人々の尊厳と権利・プライバシーをまもる  93.9 87.5 77.6 ―

53 倫理的に検討・判断した上で実践する  89.7 87.5 50.0 ＜0.001
54 生活環境（気候・公害等）の整備・改善について提案する  62.9 40.0 42.2 0.009
55 地域の人々が組織や社会の変革に主体的に参画できるよ

う機会と場，方法を提供する  62.6 46.7 35.6 0.002

56 地域の人々や関係する部署・機関の間にネットワークを
構築する  58.1 56.3 44.4 0.227

57 広域的な健康危機管理体制（災害時・感染症等）を整える  55.5 40.0 35.6 0.027
58 必要な地域組織やサービスを資源として開発する  51.6 40.0 34.1 0.073
59 効率・効果的に業務を行う  61.5 53.3 43.2 0.063
60 研修の企画等を通して保健医療福祉サービスの質を高める  53.2 33.3 34.1 0.025
61 社会情勢と地域の人々に応じた保健師活動の研究・開発

を行う  50.0 26.7 31.8 0.021

全項目平均 67.9 40.9 44.4
各小項目の到達度割合が 8 割以上の項目数 23 7 0
各小項目の到達度割合が 5 割未満の項目数 13 66 70

各小項目の到達度レベルは，「ひとりで実施できる」「指導のもとで実施できる（指導保健師や教員の指導のもとで実施で

きる）」「学内演習で実施できる（事例等を用いて模擬的に計画を立てたり実施できる）」「知識としてわかる」の 4 段階で

設定されている。

到達割合は無回答を除いて算出。

濃いグレーは 8 割以上，薄いグレーは，5 割未満を示す。

分析はカイ二乗検定による。統計的検定の有意水準は 5とした。期待度 5 未満のセルが80以下となる項目（No. 51, 52）は，

検定不適として「―」で示した。
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域の人々とコミュニケーションをとりながら信頼関

係を築く（個人/家族）」，「52. 地域の人々の尊厳と

権利・プライバシーをまもる（集団/地域）」，「53.
倫理的に検討・判断した上で実践する（集団/地域）」

であった。

他方で下位10位にも 4 項目の共通した項目があ

り，「24. 当事者と関係職種・機関でチームを組織

する（個人/家族）」，「24. 前述と同様（集団/地域）」，

「25. 個人/家族支援，組織的アプローチ等を組み合

わせて活用する（集団/地域）」，「27. 危機状態

（DV・虐待・災害・感染症等）への予防策を講じ

る（集団/地域）」であった。

 考 察

. 不十分な到達割合

本研究では，学生のみならず教員，保健師という

多様な視点から，保健師学生の卒業時の到達度を評

価した。その結果，各対象の到達割合の平均は，学

生67.9，教員40.9，保健師44.4であった。到

達割合が 8 割以上の項目数は，学生23項目，教員 7
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表 到達割合が上位10位・下位10位までの小項目

n＝保健師49，学生310，教員16

区
分

小 項 目 対象 到達度
到達割合（) 共通

項目数学生 教員 保健師

上

位

10
位

ま

で

1 身体的・精神的・社会文化的側面から客観的・主観的情報を収
集し，アセスメントする

個人/
家族

 92.5 75.0 65.3 3

2 社会資源について情報収集し，アセスメントする  87.7 75.0 65.3 3
4 健康課題を生活者である当事者の視点を踏まえてアセスメント
する  89.6 87.5 2

6 顕在している健康課題を見出す  87.1 87.5 69.4 3
12 目的・目標を設定する  86.1 61.2 2
29 目的に基づいて活動を記録する  67.3
34 地域の人々とコミュニケーションをとりながら信頼関係を築く  86.1 93.8 61.2 3

1 身体的・精神的・社会文化的側面から客観的・主観的情報を収
集し，アセスメントする

集団/
地域

 88.0

2 社会資源について情報収集し，アセスメントする  87.1
20 健康教育による支援を行う  67.3
34 地域の人々とコミュニケーションをとりながら信頼関係を築く  75.0 63.3 2
40 施策（事業・制度等）の根拠となる法や条例等を理解する  86.7 67.3 2
51 地域の人々の権利擁護のために個人情報を適切に管理する  92.6 87.5 73.5 3
52 地域の人々の尊厳と権利・プライバシーをまもる  93.9 87.5 77.6 3
53 倫理的に検討・判断した上で実践する  89.7 87.5 2

下

位

10
位

ま

で

19 訪問・相談による支援を行う（集団を対象とした訪問・相談に
は，施設や事業所の訪問等を含む）

個人/
家族

 18.8

24 当事者と関係職種・機関でチームを組織する  45.8 18.8 22.2 3
27 危機状態（DV・虐待・災害・感染症等）への予防策を講じる  44.0
28 危機状態（DV・虐待・災害・感染症等）に迅速に対応する  41.7
31 評価結果を活動にフィードバックする  30.6
33 必要な対象に継続した活動（含フォローアップ）を行う  18.8

5 一時点だけではなく（観察や資料等による）経時的な情報を収
集し，アセスメントする

集団/
地域

 27.1

15 評価の項目・方法・時期について評価計画を立案する  18.8
18 地域の人々が意思決定できるよう支援する  6.3
23 支援目的に応じて社会資源を活用する  12.5
24 当事者と関係職種・機関でチームを組織する  48.1 6.3 24.4 3
25 個人/家族支援，組織的アプローチ等を組み合わせて活用する  48.3 8.3 31.0 3
27 危機状態（DV・虐待・災害・感染症等）への予防策を講じる  41.4 18.8 31.0 3
28 危機状態（DV・虐待・災害・感染症等）に迅速に対応する  38.8
32 継続した活動（含フォローアップ）が必要な対象を判断する  18.8
33 必要な対象に継続した活動（含フォローアップ）を行う  18.8 29.3 2
35 地域の人々と必要な情報を共有し共通の活動目的を見出す  31.0
38 関係職者・機関と必要な情報を共有し共通の活動目的を見出す  18.8
39 関係職者・機関と互いの役割を認め合いともに活動する  18.8
42 施策化が必要である根拠について資料化する  6.7
43 施策化の必要性を地域の人々や関係する部署・機関に根拠に基

づいて説明する
 13.3 26.2 2

47 予算の仕組みを理解し，根拠に基づき予算案を作成する  39.4
48 施策（事業・制度等）の実施に向けて関係する部署・機関と協

働し，活動内容と人材の調整（配置・確保等）を行う
 45.6

49 施策や活動，事業の成果を公表し，説明する  46.1
61 社会情勢と地域の人々に応じた保健師活動の研究・開発を行う  31.8

割合は，無回答を除いて算出。
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項目，保健師 0 項目と限定されていた。到達割合 8
割以上を基準に考えると，対象間で差はあるもの

の，いずれも十分に到達できていなかった。他方で，

5 割未満の項目は学生14項目，教員66項目，保健師

70項目であり，とくに教員と保健師では，5 割に満

たない項目が半数以上を占めていた。先行研究でも

到達割合が 8 割を超える小項目は少なく8,9,12,26)，特

別区の場合，統合カリキュラムにおいて，2013年度

における保健所・保健センターの実習受け入れ期間

が10日もしくは 5 日間と，期間も制約されている中

で，保健師養成のための講義・実習を行うには限界

があると考えられる。

また，学生，教員，保健師間では，98項目中80項
目（81.6）に有意差が認められ，95項目と大半で

学生の到達割合が最も高かった。過去10年間の保健

師基礎教育に関する包括的な評価に関する調査は，

対象が一教育機関の学生に限定されているものが多

く，量的に二者間，三者間を比較した文献は見当た

らなかった8～26,28)。健康教育に特化して学生と指導

保健師の評価得点を比較した研究では，学生よりも

指導保健師の評価が高く，今回の調査とは逆の傾向

があった29)。この結果の違いは，健康教育に特化し

た評価では，評価項目が「目的を明確に伝えていた

か｣29)など実施の有無を客観的に判断しやすいこと

が一因ではないかと考えられる。他方で今回の質問

項目は，保健師活動全般に関して幅広い対象に対す

る活動を想定しており抽象度も高い。森岡30)は保健

師活動の理念や価値観は抽象的であり，学生は机上

学習だけでは理解困難で，実習体験を通じて感性を

磨き保健師活動の現場を理解することができると述

べている。さらに，これまでの調査から統合カリキ

ュラムにおける保健師学生の実習体験の不足が指摘

されている26,30,31)。本調査対象の学生も，実習体験

が不足し保健師活動に関する理解が十分ではないま

ま，実力以上の評価をする傾向にあったことが予測

される。

. 上位10位，下位10位の項目

到達割合が上位10位以内で各対象に共通している

項目は，アセスメントや顕在している健康課題を見

出すこと，信頼関係の構築，個人情報やプラバシー

の保護であった。学生や 4 年制大学の教員を対象に

した先行研究10～12）でも，上位の項目には講義や実

習での学習や経験が活かされていることが指摘され

ており，本研究でも同様の傾向にあると考えられる。

下位の項目は，当事者とのチーム形成，個人や家

族支援と組織的アプローチを組み合わせること，健

康危機管理に関することであった。教員や保健師を

対象とした先行研究では，統合カリキュラムにおい

て学生の講義・演習・実習時間が不足し，実習は見

学中心であり，保健師としての十分な学びを得られ

ていないことを指摘している26,28,31)。本調査の下位

項目に関しては，見学中心の実習であることに加え

て，当事者と関係職種・機関でのチーム形成や，個

人/家族支援・組織的アプローチを組み合わせるこ

とは，複数のアプローチを組み合わせた高度な技術

であることが到達割合の低さに影響していると考え

られる。危機状態への予防策に関しては，2011年か

らの保健師助産師看護師法指定規則の改正により，

「公衆衛生看護管理論」の備考に「健康危機管理を

含む」が加えられるようになった32)。今回，調査対

象とした学生は指定規則改正前のカリキュラムを受

講しており，本項目の位置づけが明確ではなかった

ことが到達割合の低さに影響していると考えられる。

2014年度から特別区内の多くの大学は，保健師教育

課程の選択制による公衆衛生看護学実習が始まり，

保健師助産師看護師指定規則の改正32)もあいまっ

て，関連科目・実習単位も増やしている33,34)。これ

らのカリキュラム改正を最大限に活用し，到達度が

低かった項目の改善を意識し，特別区内の保健師と

も協議しながら，講義・実習内容をより一層充実さ

せていきたい。

. 本研究の限界と位置づけ

本研究の限界として，学生と担当した教員，保健

師を連結させた分析ではないため，各教育機関や実

習施設の指導方法や教育内容・方法などの違いは考

慮されていないことがあげられる。さらに，学生を

対象とした調査の回収率は52.5であり，教員の回

収率80，保健師66.3と比べるとやや低く，保健

師への関心が高く調査に協力的な学生からの回答に

偏っている可能性がある。

しかし本研究によって，統合カリキュラムにおけ

る学生の到達度評価の現状を精度の高い方法で，多

角的な視点から把握することができた。学生，保健

師，教員という三者の視点から保健師基礎教育を評

価した調査は，国内のみならず海外においてもこれ

までに見当たらず，本研究は，保健師教育の実態把

握と向上に寄与すると考えられる。

2013年度に調査対象とした 7 大学では，本調査の

翌年度となる2014年度から保健師教育課程の選択制

による 4 年生の実習を開始している。今後は，選択

制の成果を，本調査による統合カリキュラム最終年

度のベースラインデータを基に評価していきたい。

 結 語

統合カリキュラム最終年度である2013年に特別区

で実習を行った保健師学生の卒業時の技術到達度に
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ついて，学生・教員・保健師からみた学生の到達の

有無を評価した。その結果，各対象の到達割合は 8
割に満たないものが多く，統合カリキュラムにおい

て，実習期間も制約された中で保健師養成のための

講義・実習を行うには限界があると考えられる。

（本研究の一部は，第73回日本公衆衛生学会総会，

The 6th international conference on community health
nursing research にて発表した。）

調査にご協力いただいた 7 大学の学生の皆様ならびに

教員の皆様，特別区の保健師の皆様に心より御礼申し上

げます。本研究は，JSPA 科研費26463577の助成を受け

て行った。なお，開示すべき COI 状態はない。

(
受付 2014.12.22
採用 2015. 8.31)
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